
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

選

挙

権

を

有

す

る

者

の

総

数

の

五

十

分

の

一

の

選

挙

管

理

委

員

会

数

及

び

三

分

の

一

の

数

目

次

【

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

】

担

当

課

（

室

）

○

第

二

百

三

十

九

回

岡

山

県

内

水

面

漁

場

管

理

委

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

の

開

催

員

会

【

規

則

】

【

正

誤

】

○

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

業

法

施

行

細

則

等

の

一

部

を

改

生

活

衛

生

課

正

す

る

規

則

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

（

県

例

規

集

登

載

）

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

の

正

誤

【

告

示

】

○

優

良

図

書

の

推

奨

男

女

共

同

参

画

青

少

年

課

○

有

害

図

書

の

指

定

〃

○

救

急

病

院

の

認

定

医

療

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

【

公

告

】

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

人

事

委

員

会

】

○

任

命

権

者

に

委

任

す

る

競

争

試

験

の

範

囲

の

一

人

事

委

員

会

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
八
十
四
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条

様
式
第
一
号

中
「

」
を

３
洗

濯
物

の
受

取
及

び
引

渡
し

を
す

る
際

に
苦

情
の

申
出

先
を

記
載

し
て

配
布

す
る

書
面

（裏）

３
洗

濯
物

の
受

取
及

び
引

渡
し

を
す

る
際

に
苦

情
の

申
出

先
を

記
載

し
て

配
布

す
る

書
面

「

（

）

４
営

業
を

譲
り

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
書

面
事

業
譲

受
の

場
合

に
限

る
。

（

）

注

に
改
め
る
。

添
付

書
類

の
４

を
添

付
す

る
場

合
は

１
の

ク
リ

ニ
ン

グ
所

の
種

別
受

渡
し

場
洗

場
仕

上
，

ー
，

，
，

場
そ

の
他

ク
リ

ニ
ン

グ
師

及
び

そ
の

他
の

従
事

者
数

の
欄

の
記

載
事

項
並

び
に

添
付

書
類

の
１

，
，

ー

及
び

２
の

う
ち

そ
の

内
容

に
変

更
が

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
記

載
又

は
添

付
を

省
略

す
る

こ
と

が
，

，

」

で
き

る
。

様
式
第
一
号
の
二
中
「

」
を

２
洗

濯
物

の
受

取
及

び
引

渡
し

を
す

る
際

に
苦

情
の

申
出

先
を

記
載

し
て

配
布

す
る

書
面

に
、

「２
洗

濯
物

の
受

取
及

び
引

渡
し

を
す

る
際

に
苦

情
の

申
出

先
を

記
載

し
て

配
布

す
る

書
面

（

）

」

３
営

業
を

譲
り

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
書

面
事

業
譲

受
の

場
合

に
限

る
。

「

」
を

２
無

店
舗

取
次

店
に

あ
つ

て
は

４
の

確
認

年
月

日
及

び
確

認
番

号
の

欄
に

つ
い

て
は

記
載

を
要

し
な

い
，

，
。

２
無

店
舗

取
次

店
に

あ
つ

て
は

４
の

確
認

年
月

日
及

び
確

認
番

号
の

欄
に

つ
い

て
は

記
載

を
要

し
な

い

「

，
，

。

に
改
め
る
。

３
添

付
書

類
の

３
を

添
付

す
る

場
合

は
１

の
営

業
区

域
業

務
用

車
両

の
構

造
の

概
要

ク
リ

ニ
ン

グ
師

そ
の

他
の

従
事

者
数

及
，

，
，

ー
，

び
消

毒
を

要
す

る
物

の
取
扱

い
の

有
無

の
欄

の
記

載
事

項
並

び
に
添

付
書

類
の

１
の

う
ち

そ
の

内
容

に
変

更
が

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
，

，

」

記
載

又
は

添
付

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

「

」

。

様
式
第
十
二
号
中

を

に
改
め
る

１
戸

籍
謄

本

「１
戸

籍
謄

本
又

は
不

動
産

登
記

規
則

平
成

年
法

務
省

令
第

号
第

条

（

1
7

1
8

）

2
4
7

」

第
１

項
に

規
定

す
る

法
定

相
続

情
報

一
覧

図
の

写
し
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（
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条

様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
、

こ
う

配
勾

配
収

入
証

紙
ち

よ
う

付
欄

収
入

証
紙

貼
付

欄

、

「

」
を

２
男

女
の

区
分

の
な

い
施

設
の

場
合

は
男

の
欄

の
み

に
記

入
す

る
こ

と
，

。

２
男

女
の

区
分

の
な

い
施

設
の

場
合

は
男

の
欄

の
み

に
記

入
す

る
こ

と

「

，
。

1
3

1
7

に
、

３
添

付
書

類
の

５
を

添
付

す
る

場
合

は
５

７
及

び
か

ら
ま

で
の

欄
の

記
載

事
項

並
び

に
添

付
書

類
の

２
か

ら
４

ま
で

及
び

６
の

う
，

，

」

ち
そ

の
内

容
に

変
更

が
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

記
載

又
は

添
付

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
，

，
。

「

」
を

に
改
め
る
。

５
そ

の
他

知
事

が
必

要
と

認
め

る
書

類

「

（

）

５
営

業
を

譲
り

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
書

面
事

業
譲

受
の

場
合

に
限

る
。

」

６
そ

の
他

知
事

が
必

要
と

認
め

る
書

類

「

」

。

様
式
第
三
号
中

を

に
改
め
る

１
戸

籍
謄

本

「１
戸

籍
謄

本
又

は
不

動
産

登
記

規
則

平
成

年
法

務
省

令
第

号
第

条

（

1
7

1
8

）

2
4
7

」

第
１

項
に

規
定

す
る

法
定

相
続

情
報

一
覧

図
の

写
し

（
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
岡
山
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

様
式
第
三
号

中
「

」
を

に
改
め
、
同
様
式

５
開

設
者

が
外

国
人

の
場

合
は

国
籍

の
記

載
の

あ
る

住
民

票
の

写
し

「５
開

設
者

が
外

国
人

の
場

合
は

国
籍

の
記

載
の

あ
る

住
民

票
の

写
し

，

（

」

６
営

業
を

譲
り

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
書

面
事

業
譲

受
の

場
合

に
限

る

）

（裏）

。

に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

添
付
書

類
の
６
を
添
付

す
る
場
合
は

構
造
及
び
設
備
の

概
要

同
一
の

場
所
で
現
に
開

設
さ
れ

（

）

，
，

，

又
は

開
設

が
予

定
さ

れ
て

い
る

理
容

所
管

理
美

容
師

の
氏

名
等

美
容

師
の

氏
名

等
及

び
そ

の
他

，
，

の
従

業
者

の
氏

名
の

欄
の

記
載

事
項

並
び

に
添

付
書

類
の

１
か

ら
４

ま
で

の
う

ち
そ

の
内

容
に

変
，

更
が

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
記

載
又

は
添

付
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

，
。

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

，
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（ 第 ６ 条 関 係 ）様 式 第 ５ 号

従業者の状況 免許所持者( )名 その他( )名 総数( )名年 月 日
岡山県知事 殿

開設者 氏名等 資格

管理美容師住所 住所

（主たる事務所の所在地） 氏名 修了証番号 第 号

年 月 日生 修了 年 月 日ふりがな

氏名 印 氏名 免許所持者・その他

（名称及び代表者の氏名） 登録番号 第 号

年 月 日生 登録 年 月 日

美容所従業者届出事項変更届 氏名 免許所持者・その他

登録番号 第 号

次のとおり美容所の従業者に係る届出事項に変更がありましたので，美容 年 月 日生 登録 年 月 日

師法（昭和32年法律第163号）第11条第２項の規定により届け出ます。 氏名 免許所持者・その他

届出事項(従業者の雇入又は解雇，氏名の変更等) 登録番号 第 号

年 月 日生 登録 年 月 日

氏名 氏名 免許所持者・その他

雇入・解雇・変更 年 月 日 登録番号 第 号

免許所持者・その他 年 月 日生 登録 年 月 日

氏名 免許所持者・その他

氏名 登録番号 第 号

雇入・解雇・変更 年 月 日 年 月 日生 登録 年 月 日

免許所持者・その他 氏名 免許所持者・その他

登録番号 第 号

氏名 年 月 日生 登録 年 月 日

氏名 免許所持者・その他雇入・解雇・変更 年 月 日

免許所持者・その他 登録番号 第 号

年 月 日生 登録 年 月 日

氏名 氏名 免許所持者・その他

登録番号 第 号雇入・解雇・変更 年 月 日

免許所持者・その他 年 月 日生 登録 年 月 日

氏名 美容所 美容所

の名称 所在地雇入・解雇・変更 年 月 日

免許所持者・その他 電話番号

（注）１ 該当する文字を〇で囲むこと。

２ 管理美容師を変更する場合は，その者が管理美容師となる資格を有することを証する書類を添付すること。

３ 美容師を新たに雇い入れる場合は，その者の疾病の有無に関する医師の診断書を添付し，美容師免許証又は美容師免許証明書の原本を持参すること。

氏名の変更の場合は，氏名欄に旧姓も（ ）で書くこと。４
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「

」

。

様
式
第
九
号
中

を

に
改
め
る

１
戸

籍
謄

本

「１
戸

籍
謄

本
又

は
不

動
産

登
記

規
則

平
成

年
法

務
省

令
第

号
第

条

（

1
7

1
8

）

2
4
7

」

第
１

項
に

規
定

す
る

法
定

相
続

情
報

一
覧

図
の

写
し

（
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
岡
山
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条

様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、

岡
山

県
収

入
証

紙
ち

よ
う

付
欄

岡
山

県
収

入
証

紙
貼

付
欄

「

（
2
5

2
0
1

）

（

）

３
建

築
基

準
法

昭
和

年
法

律
第

号
に

基
づ

く
検

査
済

証
の

写
し

建
築

の
確

認
を

要
す

る
場

合
に

限
る

。

を

４
法

人
の

場
合

は
登

記
事

項
証

明
書

及
び

定
款

又
は

寄
附

行
為

の
写

し
，

５
玄

関
帳

場
を

設
け

な
い

旅
館

・
ホ

テ
ル

営
業

に
つ

い
て

は
旅

館
業

法
施

行
規

則
第

４
条

の
３

各
号

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
す

る
設

備
，

」

の
内

容
を

明
記

し
た

書
類

３
消

防
署

長
が

交
付

す
る

消
防

法
昭

和
年

法
律

第
号

そ
の

他
の

法
令

の
規

定
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

の
写

し

「

（

2
3

1
8
6

）

（

2
5

2
0
1

）

（

）

４
建

築
基

準
法

昭
和

年
法

律
第

号
に

基
づ

く
検

査
済

証
の

写
し

建
築

の
確

認
を

要
す

る
場

合
に

限
る

。

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
法

人
の

場
合

は
登

記
事

項
証

明
書

及
び

定
款

又
は

寄
附

行
為

の
写

し
，

６
玄

関
帳

場
を

設
け

な
い

旅
館

・
ホ

テ
ル

営
業

に
つ

い
て

は
旅

館
業

法
施

行
規

則
第

４
条

の
３

各
号

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
す

る
設

備
，

の
内

容
を

明
記

し
た

書
類

（

）

」

７
営

業
を

譲
り

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
書

類
営

業
譲

受
の

場
合

に
限

る
。

備
考

添
付

書
類

の
７

を
添

付
す

る
場

合
は

営
業

の
種

別
旅

館
業

法
施

行
規

則
昭

和
年

厚
生

省
令

第
号

第
５

条
１

項
各

号
に

（

2
3

2
8

）

，
，

該
当

す
る

こ
と

の
有

無
及

び
営

業
施

設
の

構
造

設
備

の
概

要
の

欄
の

記
載

事
項

並
び

に
添

付
書

類
の

１
４

及
び

６
の

う
ち

そ
の

内
，

，

容
に

変
更

が
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

記
載

又
は

添
付

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
，

。

様
式
第
三
号
中
「

」
を

１
戸

籍
謄

本

に
改
め
る
。

「

（

1
7

1
8

）

2
4
7

１
戸

籍
謄

本
又

は
不

動
産

登
記

規
則

平
成

年
法

務
省

令
第

号
第

条
第

１
項

に
規

定
す

る
法

定
相

」

続
情

報
一

覧
図

の
写

し

様
式
第
四
号
中

を

「

（

2
5

2
0
1

）

（

ロ
建

築
基

準
法

昭
和

年
法

律
第

号
に

基
づ

く
検

査
済

証
の

写
し

建
築

の
確

認
を

要
す

る
場

合
に

）

」

限
る

。

ロ
消

防
署

長
が

交
付

す
る

消
防

法
昭

和
年

法
律

第
号

そ
の

他
の

法
令

の
規

定
に

適
合

し
て

い
る

こ

「

（

2
3

1
8
6

）

に
改
め
る
。

と
を

証
す

る
書

類
の

写
し

知
事

が
必

要
と

認
め

る
場

合
に

限
る

（

）

。
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ハ
建

築
基

準
法

昭
和

年
法

律
第

号
に

基
づ

く
検

査
済

証
の

写
し

建
築

の
確

認
を

要
す

る
場

合
に

（

2
5

2
0
1

）

（

）

」

限
る

。

（
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条

様
式
第
三
号

中
「

」
を

に
改
め
、
同
様
式

５
開

設
者

が
外

国
人

の
場

合
は

国
籍

の
記

載
の

あ
る

住
民

票
の

写
し

「５
開

設
者

が
外

国
人

の
場

合
は

国
籍

の
記

載
の

あ
る

住
民

票
の

写
し

，

（

」

６
営

業
を

譲
り

受
け

た
こ

と
を

証
す

る
書

面
事

業
譲

受
の

場
合

に
限

る

）

（裏）

。

に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

添
付
書
類
の

６
を
添
付
す
る

場
合
は

構
造

及
び
設
備
の
概
要

同
一
の
場
所

で
現
に
開
設
さ

れ

（

）

，
，

，

又
は

開
設

が
予

定
さ

れ
て

い
る

美
容

所
管

理
理

容
師

の
氏

名
等

理
容

師
の

氏
名

等
及

び
そ

の
他

，
，

の
従

業
者

の
氏

名
の

欄
の

記
載

事
項

並
び

に
添

付
書

類
の

１
か

ら
４

ま
で

の
う

ち
そ

の
内

容
に

変
，

更
が

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
記

載
又

は
添

付
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

，
。

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

，
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（ 第 ６ 条 関 係 ）様 式 第 ５ 号

従業者の状況 免許所持者( )名 その他( )名 総数( )名年 月 日
岡山県知事 殿

開設者 氏名等 資格

管理理容師住所 住所

（主たる事務所の所在地） 氏名 修了証番号 第 号

年 月 日生 修了 年 月 日ふりがな

氏名 印 氏名 免許所持者・その他

（名称及び代表者の氏名） 登録番号 第 号

年 月 日生 登録 年 月 日

理容所従業者届出事項変更届 氏名 免許所持者・その他

登録番号 第 号

次のとおり理容所の従業者に係る届出事項に変更がありましたので，理容 年 月 日生 登録 年 月 日

師法（昭和22年法律第234号）第11条第２項の規定により届け出ます。 氏名 免許所持者・その他

届出事項(従業者の雇入又は解雇，氏名の変更等) 登録番号 第 号

年 月 日生 登録 年 月 日

氏名 氏名 免許所持者・その他

雇入・解雇・変更 年 月 日 登録番号 第 号

免許所持者・その他 年 月 日生 登録 年 月 日

氏名 免許所持者・その他

氏名 登録番号 第 号

雇入・解雇・変更 年 月 日 年 月 日生 登録 年 月 日

免許所持者・その他 氏名 免許所持者・その他

登録番号 第 号

氏名 年 月 日生 登録 年 月 日

氏名 免許所持者・その他雇入・解雇・変更 年 月 日

免許所持者・その他 登録番号 第 号

年 月 日生 登録 年 月 日

氏名 氏名 免許所持者・その他

登録番号 第 号雇入・解雇・変更 年 月 日

免許所持者・その他 年 月 日生 登録 年 月 日

氏名 理容所 理容所

の名称 所在地雇入・解雇・変更 年 月 日

免許所持者・その他 電話番号

（注）１ 該当する文字を〇で囲むこと。

２ 管理理容師を変更する場合は，その者が管理理容師となる資格を有することを証する書類を添付すること。

３ 理容師を新たに雇い入れる場合は，その者の疾病の有無に関する医師の診断書を添付し，理容師免許証又は理容師免許証明書の原本を持参すること。

氏名の変更の場合は，氏名欄に旧姓も（ ）で書くこと。４
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「

」

。

様
式
第
九
号
中

を

に
改
め
る

１
戸

籍
謄

本

「１
戸

籍
謄

本
又

は
不

動
産

登
記

規
則

平
成

年
法

務
省

令
第

号
第

条

（

1
7

1
8

）

2
4
7

」

第
１

項
に

規
定

す
る

法
定

相
続

情
報

一
覧

図
の

写
し

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
次
に
掲
げ
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則

二

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則

三

美
容
師
法
施
行
細
則

四

旅
館
業
法
施
行
細
則

五

理
容
師
法
施
行
細
則
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号

。

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号

第
七
条
の
規
定
に
よ
り

青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る

）
（

、

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

番
号

図
書

名
著

者
発

行
所

対
象

１
ア

ル
マ

の
名

前
が

な
が

い
わ

け
フ

ア
ナ

・
マ

ル
テ

ィ
ネ

ス
-
ニ

ー
ル

作
ゴ

ブ
リ

ン
書

房
幼

児

宇
野

和
美

訳

２
き

ぼ
う

Ｈ
Ｏ

Ｐ
Ｅ

コ
ー

リ
ン

・
ア

ー
ヴ

ェ
リ

ス
文

評
論

社
小

学
生

（
低

）

セ
バ

ス
チ

ャ
ン

・
ペ

ロ
ン

絵

ひ
さ

や
ま

た
い

ち
訳

３
み

ん
な

だ
い

じ
な

い
の

ち
赤

ち
ゃ

ん
は

ど
う

や
っ

て
う

ま
れ

る
の

フ
ラ

ン
ソ

ワ
ー

ズ
・

ロ
ー

ラ
ン

作
汐

文
社

〃
（

低
）

？
セ

バ
ス

チ
ャ

ン
・

シ
ェ

ブ
レ

作

宋
美

玄
監

修

長
井

佑
美

訳

４
し

あ
わ

せ
な

と
き

の
地

図
フ

ラ
ン

・
ヌ

ニ
ョ

文
ほ

る
ぷ

出
版

〃
（

中
）

ズ
ザ

ン
ナ

・
セ

レ
イ

絵

宇
野

和
美

訳

５
算

数
ず

か
ん

鈴
木

晋
一

監
修

あ
か

ね
書

房
〃

（
中

）

小
川

真
理

子
文

原
田

佐
和

子
文

森
裕

美
子

文

の
だ

よ
し

こ
絵

６
台

風
の

大
研

究
最

強
の

大
気

現
象

の
ひ

み
つ

を
さ

ぐ
ろ

う
筆

保
弘

徳
編

著
Ｐ

Ｈ
Ｐ

研
究

所
〃

（
中

）

７
お

や
こ

で
話

す
は

じ
め

て
の

Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ

ｓ
鶴

岡
そ

ら
や

す
著

日
本

能
率

協
会

マ
ネ

ジ
メ

〃
（

中
）

一
芒

絵
ン

ト
セ

ン
タ

ー
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８
ラ

イ
ラ

ッ
ク

の
ワ

ン
ピ

ー
ス

小
川

雅
子

作
ポ

プ
ラ

社
〃

（
高

）

め
ば

ち
絵

９
友

だ
ち

っ
て

な
ん

だ
ろ

う
？

ひ
と

り
に

な
る

勇
気

、
人

と
つ

な
が

齋
藤

孝
著

誠
文

堂
新

光
社

中
学

生

る
力
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号

第
十
条
第
一
項
の
規

）
（

定
に
よ
り

青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

、

。

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番
号

種
別

名
称

発
行

者
等

１
雑

誌
封

印
お

宝
ス

キ
ャ

ン
ダ

ル
２

０
２

０
年

１
２

月
マ

イ
ウ

ェ
イ

出
版

号
ｖ

ｏ
ｌ

．
０

１
８

２
〃

実
話

ナ
ッ

ク
ル

ズ
１

２
月

号
大

洋
図

書

３
〃

恋
愛

宣
言

Ｐ
Ｉ

Ｎ
Ｋ

Ｙ
２

０
２

０
年

１
２

月
号

秋
水

社

４
〃

週
刊

実
話

ザ
・

タ
ブ

ー
１

２
月

１
２

日
号

日
本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
出
版

５
〃

Ｅ
Ｘ

特
ダ

ネ
Ｎ

Ｇ
Ｓ

Ｈ
Ｏ

Ｔ
第

１
０

号
イ

ン
テ

ル
フ

ィ
ン
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救

急
病
院
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

美
作
市
立
大
原
病
院

２

所
在
地

美
作
市
古
町
一
七
七
一

九

－

二

認
定
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
六
日

三

認
定
の
有
効
期
限

令
和
五
年
十
二
月
五
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

は
ば
ら
内
科
ハ
ー
ト
ク
リ
ニ
ッ
ク

倉
敷
市
西
阿
知
町
西
原
一
〇
七
四

一

令
和
二
年
十
二
月
一
日

－

足
高
薬
局
白
楽
町
北
店

倉
敷
市
白
楽
町
二
五
〇

令
和
二
年
十
二
月
一
日

金
光
薬
局
倉
敷
林
店

倉
敷
市
林
五
二
三

令
和
二
年
十
二
月
一
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

ア
イ
薬
局
総
社
店

総
社
市
中
央
二

二

一
一
一

令
和
二
年
十
月
一
日

－
－

玉
島
協
同
病
院

倉
敷
市
玉
島
柏
島
五
二
〇
九

一

令
和
二
年
十
二
月
一
日

－

虹
の
薬
局
玉
島
店

倉
敷
市
玉
島
柏
島
五
二
〇
九

一
五

令
和
二
年
十
二
月
一
日

－

ケ
ン
セ
イ
薬
局

倉
敷
市
玉
島
阿
賀
崎
二

一

五

令
和
二
年
十
二
月
一
日

－
－

ス
マ
イ
ル
薬
局
水
島
南
店

倉
敷
市
南
畝
三

一

三
五

令
和
二
年
十
二
月
一
日

－
－
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〔

〕

（

）

、

五
四
三

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

勝
間
田
土
地
改
良
区

二

認
可
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日
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〔
五
四
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
地
頭
片
山
字
兼
近
一
八
七

五
、
一
八
七

六

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
地
頭
片
山
一
八
七

一
八

－

赤
木

建
斗

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
一
四
号
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
公
示
第
十
二
号

令
和
元
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
公
示
第
十
一
号
（
任
命
権
者
に
委
任
す
る
競
争
試
験
の
範
囲
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

秋

山

義

信

第
一
条
た
だ
し
書
中
「
規
則
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
及
び
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
に

規
定
す
る
事
項
並
び
に
」
及
び
「
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
の
実
施
計
画
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
公
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
一
、
五
四
八

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

（
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規

）

定
す
る
場
合
を
除
く

）

二
九
七
、
一
七
三

。

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が

八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
）選

挙

区

数

選

挙

区

数

岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡

八
四
、
三
〇
九

高

梁

市

八
、
四
二
八
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岡

山

市

中

区

四
〇
、
二
九
七

新

見

市

八
、
二
八
一

岡

山

市

東

区

二
六
、
四
一
〇

備

前

市

・

和

気

郡

一
三
、
七
三
一

岡

山

市

南

区

四
六
、
五
〇
二

瀬

戸

内

市

一
〇
、
四
七
五

倉

敷

市

・

都

窪

郡

一
三
四
、
三
九
八

赤

磐

市

一
二
、
一
七
〇

津
山
市
・
苫
田
郡
・

三
六
、
一
〇
〇

真

庭

市

・

真

庭

郡

一
二
、
八
九
六

勝

田

郡

玉

野

市

一
六
、
八
三
〇

美

作

市

・

英

田

郡

八
、
一
五
四

笠

岡

市

一
三
、
六
四
〇

浅

口

市

・

浅

口

郡

一
二
、
七
八
二

井

原

市

・

小

田

郡

一
五
、
二
四
九

久

米

郡

五
、
三
五
〇

総

社

市

一
八
、
七
三
二
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◎
岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
公
示
第
五
号

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
百
三
十
九
回
岡

山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

加

藤

卓

夫

一

日
時

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日
（
金
）

午
後
二
時
二
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
丸
の
内
一
丁
目
九
番
六
号

児
島
湾
漁
村
セ
ン
タ
ー

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

三
八
五
四

－

三

議
題

第
一
号
議
案

会
長
及
び
会
長
職
務
代
理
者
（
副
会
長
）
の
互
選
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

令
和
三
年
度
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
の
増
殖
指
示
量
に
つ
い
て

第
三
号
議
案

意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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〔
四
一
〕
令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
三
号
（
身
体
障
害
者
手
帳
交

付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
の
指
定
及
び
辞
退
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

行

誤

正

四

令
和
二
年

月

日

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
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